
神埼市ふるさと納税応援事業者募集要項 

 

平成２８年２月１日 

１ 目的 

神埼市へのふるさと納税の促進と、納税された方へ贈る「お礼の品」を市が市内事

業者から購入することで、地域経済の活性化を図る。また、神埼市の特産品等をＰＲ

することで、神埼市の魅力を発信することを目的とする。 

 

２ 応募事業者について 

下記の要件にすべて適合すること。 

① 本社、または事業所を市内に有する法人や個人事業者 

② 納期到来分の市税を滞納していないこと。 

③ 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、及び佐賀県暴力 

  団排除条例に掲げる暴力団の構成員等でないこと。 

※ただし、上記の要件に適合しても市が協力事業者として適当でないと認めた場合

は参加できない場合がある。 

 

３ 応募商品について 

（１）食料品 

下記の①～④のいずれかに適合すること。ただし、④⑤⑥は必須とする。 

① 食料品の主となる原材料の産地が市内であること。 

② 加工、製造の工程が市内で全て行われていること。 

③ 市内在住者が経営する市内の事業所において販売されていること。 

④ 市内事業者が販売する全国に向けて神埼市の魅力をPRすることができる商品 

であること。 

⑤ 寄附者に到着後、5日以上の賞味又は消費期限が保証される商品であること。 

⑥ 関係法令を遵守していること。 

 

（２）非食料品 

下記のいずれにも適合すること。 

① 成形、組み立て又は表面処理等の工程が市内で行われていること。 

② 市内在住者が経営する市内の事業所において販売されていること。 

③ 市内事業者が販売する全国に向けて神埼市の魅力をPRすることができる商品で  



あること。 

④ 関係法令を遵守していること。 

 

（３）サービス・役務等 

下記のいずれにも適合すること。 

① 市内の事業者であること。 

② 全国に向けて神埼市の魅力をPRすることができる商品であること。 

③ 関係法令を遵守していること。 

  

 （４）要件について 

① お礼の品は「単品」、「詰め合わせ」のどちらでもよい。ただし、配送単位は

「１」となるよう包装されていること。 

② 発注後、速やかに(5日以内)納品が可能な商品であること。ただし、季節限

定、期間限定、数量限定等の限定商品については、申込時に商品の提供期間等

を明らかにしておくこと。 

③ 全国に配送が可能であること。 

 

４ 商品の価格帯について 

募集するお礼の品は、次の価格帯のものとする。（価格は税込み。） 

① ２，５００円未満のもの 

② ２，５００円以上、５，０００円未満のもの 

 

５ お礼の品の発送及び支払いについて 

商品についての問い合わせやクレーム対応及び寄附者との調整については原則、事業

者の責任で行うものとする。なお、発送・到着日時・受け取りの条件については市へ申

請し、サイトへ記載することができる。 

<寄附から特産品の発送、支払までの流れ> 
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① 神埼市に寄附が行われ、お礼の品が選択される。 

② 神埼市が事業者へ発注する。 

③ 事業者から神埼市へお礼の品を搬入する。 

④ 神埼市から寄附者へお礼の品を発送する。 

⑤ 事業者が月末締めで神埼市へ請求する。 

⑥ 請求後30日以内に神埼市から事業者へ代金を支払う。 

※お礼の品の発送は、当分の間神埼市で行うが、神埼市が事業所で発送するよう指示し

た場合は、各事業所でお礼の品の発送を行うこと。これにより必要となる経費(送料

のみ)は市が負担することとする。（送料は税込み価格） 

 

６ 申込方法 

下記書類に必要事項を記入し、必要書類とともに神埼市政策推進室に提出する。 

① ふるさと納税「お礼の品」提案申込書（事業所情報・商品情報） 

② 誓約書 

③ 商品及び梱包後の写真 (印刷物【A4用紙・カラー】・データの両方) 

④ 市税の納税証明書 

⑤ 事業者概要(任意様式) パンフレット等でも可 

⑥ 宿泊等のサービスの場合、概要のわかる書類・パンフレット(寄附者に送付するチ

ケット等) 

 

７ 選考について 

申し込まれたお礼の品は、選考後、事業者へ結果を報告する。 

 

８ 募集期間について 

随時募集 

① 商品は随時受け付けるが、選考等は年２回区切って行う。 

② 商品によって選考・承認・掲載に時間を要する場合がある。 

 

９ 個人情報の保護について 

協力事業者はこの事業による業務を遂行するため、個人情報の取扱いについては、神埼

市個人情報保護条例並びに関係法令を遵守すること。 



１０ 届出義務について 

次のいずれかに該当するときは速やかに神埼市に届けなければならない。 

① 納品に遅延が生じたとき。 

② 販売中止または終了になるおそれが生じたとき。 

③ 品質に対するクレームや発送過程で事故が生じたとき。 

④ 申込時の内容が変更になるおそれが生じたとき。 

 

１１ 取扱いの中止について 

次のいずれかに該当するときは取扱いを中止するものとする。 

① 提案内容に虚偽があったとき。 

② 事業者及び商品が募集要項に定める要件を満たさなくなったとき。 

③ その他、申し込み時の内容に変更が生じたとき。 

④ その他、市及び寄附者に損害を及ぼす行為があったとき。 

 

この要項に定めるものの他、必要な事項は別に定める。 

 

 

 

 



ふるさと納税「お礼の品」提案申込書 

【事業所情報】 
 

   年  月  日 

 

神埼市長 様 

 

〒 

住  所 

事業所名 

代表者名 

  

神埼市ふるさと納税のお礼の品として申し込みます。 

 

                     

１．事業所情報 

事業所名  

担当部署・担当者  

連絡先 

電 話 ： 

ＦＡＸ ： 

Ｅメール： 

 

２．商品に関する問い合わせ先（発注先） 

担当部署・担当者  

連絡先 

電 話 ： 

ＦＡＸ ： 

Ｅメール： 

 

３．その他事業所情報 

定休日  

営業時間  

企業ホームペー

ジ 

あ り   ・   な し 

 

アドレス： 

 

  



ふるさと納税「お礼の品」提案申込書 

【商品情報】 
 

下記のとおり、ふるさと納税「お礼の品」について提案します。 

商 品 名  

商品の内容 

※内容量・大きさなど具体的に記入してください。 

（記入例）餃子1個20g×50個入り×5パックセット 

 

①商品の提供期間が限定される場合 

申込受付期間 年  月  日～  年  月  日 

発送期間   年  月  日～  年  月  日 

 

②商品の形態 〇を付けてください 

常温 ・ 冷蔵 ・ 冷凍 

 

③商品の消費期限 

製造日より   日 

 

④出荷可能数 

制限なし ・ 制限あり（1日あたり      ） 

 

① その他注意事項等 

 

 

商品の金額 

※商品は箱代、包装代等を含んだ金額 

市のＰＲの内容  

商品の説明 

※商品紹介時に使用 

※商品が複数になる場合は、用紙をコピーしてください。



                


